
（令和６年３月発行）

を開設中！

「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨
を踏まえ、経営者保証を不要として取り扱う
運用を行っています。
創業期、発展期、事業承継期など、企業経営
のライフステージに応じて、経営者保証を不
要とする保証制度メニューを用意しています。
まずは以下のお問い合わせ先より、お気軽に
ご相談ください。

保証協会をご利用の中小企業経営者の皆さまへ

経営者保証いりません
経営者保証を不要にできるメニューがあります！

（令和６年12月発行）

詳細は当協会ホームページをご覧ください。
Web
相談

ホームページで
Web相談受付中！

※金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを「経営者保証」といいます。

『経営者保証相談窓口』

本店

0120-783-507
〒420-8710
静岡市葵区追手町5-4
アーバンネット静岡追手町ビル5階

浜松
支店

0120-783-508
〒430-8666
浜松市中央区田町330-5
遠鉄田町ビル6階

0120-783-509
〒410-8691
沼津市米山町6-5
沼津商工会議所会館3階

沼津
支店

お問い合わせ・フリーダイヤル

相 談 無 料 で す !
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